
和泉市条例第   号 

 

   和泉市環境未来共創金条例（素案） 

 

 （目的） 

第１条 市域内に最終処分場を設置した事業者（以下「最終処分場設置者」という。）からの納付金（以下「環境未来共創金」という。）を

もって、本市の環境政策をより一層推進させることにより、持続可能なまちづくりの実現を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）産業廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」という。）第２条第４項に規定する産業廃

棄物及び同条第５項に規定する特別管理産業廃棄物をいう。ただし、使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成１４年法律第８７

号）第２条第２項に規定する使用済自動車、同条第３項に規定する解体自動車及び同条第４項に規定する特定再資源化物品並びに使用

済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（平成２４年法律第５７号）第１０条第１項に規定する再資源化事業計画に係る同法

第２条第２項に規定する使用済小型電子機器等を除く。 

（２）最終処分場 法第１５条第１項の規定による大阪府知事の許可を受けて設置された産業廃棄物の最終処分場をいう。 

 （届出） 

第３条 最終処分場設置者は、本市域内の最終処分場への産業廃棄物の埋立処分又は埋立ての受入れ（以下「埋立処分業務」という。）を開

始しようとするときは、あらかじめ市長に届け出るものとする。 

 （協議） 

第４条 市長は、前条の規定による届出があったときは、埋立処分業務を開始するまでに、規則で定めるところにより、当該届出を行った

最終処分場設置者と協議するものとする。 



 （協定の締結） 

第５条 市長は、前条の規定による協議が成立したときは、当該最終処分場設置者と埋立処分業務に関する協定を締結するものとする。締

結した内容を変更しようとする場合も同様とする。 

 （実績報告） 

第６条 最終処分場設置者は、規則に定めるところにより、当該年度に埋立処分業務を行った産業廃棄物の種類、体積、重量その他規則で

定める事項について、市長に報告するものとする。 

 （環境未来共創金の額の確定） 

第７条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、環境未来共創金の額を確定し、最終処分場設置者に通知するものとする。 

２ 環境未来共創金の額は、最終処分場設置者から前条の規定による報告のあった産業廃棄物の総重量１トン（１トン未満の端数があると

きは、これを切り上げる。）当たり１,０００円とする。 

 （環境未来共創金の納付） 

第８条 最終処分場設置者は、前条第１項の規定による通知を受けた後、３０日以内に環境未来共創金を市に納付するものとする。 

 （環境未来共創金の使途） 

第９条 市長は、本市における持続可能なまちづくりの実現を目的として、環境未来共創金を環境政策の推進に資する事業に充てるものと

する。 

 （委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 



 （経過措置） 

２ この条例は、施行日以後に行われる埋立処分業務について適用する。 

３ この条例の施行の際、現に埋立処分業務を行っている最終処分場設置者については、施行日に埋立処分業務を開始しようとする者とみ

なして、この条例の規定を適用する。この場合において、第３条中「あらかじめ」とあるのは「令和８年４月３０日までに」と、第４条

中「埋立処分業務を開始する」とあるのは「令和８年４月３０日」とする。 


